
動物の輸出入検疫速報（令和７年11月分）

(単位：頭、羽）

用　途 輸　入 輸　出
　乳用繁殖用 - -
　肉用繁殖用 - -
　肥育用 - -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -
　繁殖用 93 -
　その他 - -

　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - -

　繁殖用 23 -
　乗用 12 -
　競走用 44 2
　肥育用 518 -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -

　その他の馬科 - -

　うさぎ 170 11

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 57,673 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵（個） - -

　蜜蜂（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） 7,521

　犬 792 580
　猫 408 279
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル -

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
　　　２　家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。

　牛

　豚

　馬



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,216,482 525,835 2,352 25,766 18,000 - 1,788,435

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

42,346,073 76,047,570 1,267,141 58,232 - 1,321 135,619

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類肉
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

667,005 22 327,702 30,908 697,964 594,305 51,215

加熱処理
ベーコン

馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理

その他の肉

954 352,936 8,204 44,934,986 - 1,021,380 3,963,945

加熱処理
家きん肉

加熱処理
その他の家きん肉

計

43,114,318 3,844,493 219,466,292

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他の
偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

75,410 30,187 4,371 - - - 47,167

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家きん臓器・消化管等

2,174,396 - 266,975 2,925,363 4,090 - 201,661

加熱処理その他
の家きん臓器

計

29 5,729,649

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

674,564 870,343 - 1,544,908

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

2,383,727 87,169 172,500 - 29,633 - 34,177

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

40,320 - - 2,747,526

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- 100 858 10,355 - 10,716 657

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 195,544 - - 218,230

チーズ バター
偶蹄類動物の
飼料用乳製品

その他の
乳製品

計

14,900,924 1,435,332 5,695,409 5,500,030 27,531,695

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

150,797 20,771 - - 171,568

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

45,541 159 7 7

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

16,304,480 - 139,370 16,443,850

総計

275,642,152

資料）動物検疫所調べ

(注）

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

１１．類別の計は、集計対象が無い場合「0」と記す。

１．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。
　　また、数量についてはことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した
　　処理施設で一定の加熱処理がなされたもの。なお、家きん肉由来のものは含まない。

８．「家きん加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ
　　鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコンである。

皮類

毛類

乳製品類

ミール類

その他
畜産物

わら類

卵類

　輸入畜産物検疫数量速報（令和７年11月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

2,000 - - - - - -

その他の骨 計

- 2,000

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

1,136,292 197,630 - - 11 - -

ソーセージ ベーコン 馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉 その他の肉

666 10,322 - - 376,929 - 50,375

計

1,772,225

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類の

臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

29 23,500 - 1,189 1,459 - 1,000

非加熱
その他の臓器

計

- 27,177

殻付卵 液卵 その他の卵 計

1,852,949 1,600 11,596  1,866,145

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,035,712 4,166,686 - - - - -

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 5,202,398

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- - - - - - -

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 11,025 - 82 11,107

チーズ バター
偶蹄類動物の飼料

用乳製品
その他の
乳製品

計

13,226 234 - 242,026 255,487

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

2 - - 0

総計

9,136,538

資料）動物検疫所調べ

(注）

２．携帯品・郵便物として輸出されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．総計に「その他の畜産物」は含めない。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵、未受精卵は含めない。

８．類別の計は、集計対象が無い場合「0」と記す。

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

皮類

毛類

乳製品類

ミール類

その他
畜産物

１．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。
　　また、数量についてはことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

卵類

　輸出畜産物検疫数量速報（令和７年11月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類


